
上越市標準的なバス情報フォーマット利用規約 

 

平成 31年 4月 日制定 

 

上越市標準的なバス情報フォーマット利用規約は、上越市ホームページに掲載の標準的なバス

情報フォーマット（以下「本フォーマット」という。）を活用するに当たり、上越市オープンデー

タ利用規約（平成 28年 8月 8日制定）に定めるもののほかに遵守していただく事項を掲載してい

ます。 

 

○ 本フォーマットの利用について 

  本フォーマットの内容を自社の経路検索アプリ等で公開している場合は、本フォーマットの  

全部又は一部が更新され次第、経路検索アプリ等に遅滞なく反映してください。 

 


